
第４７号議案 

 

住居表示の実施に係る市街地の区域の変更について 

 

住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）第３条第１項の規定により、

東三河都市計画蒲郡蒲南土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から、

別図第１に示す市街地の区域を別図第２のとおり変更するものとする。 

 

令和３年６月１１日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 

 

提案理由 

東三河都市計画蒲郡蒲南土地区画整理事業の換地処分に伴い、住居表示の実施に

係る市街地の区域を変更するため提案する。 






